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○ 木質バイオマス発電のライフサイクルGHGとは、バイオマス燃料の原料収集、輸送や加工、発電利
用等の工程で排出される温室効果ガス（GHG：Greenhouse Gas）の総量。

○ 発電した電力量当たりのCO2換算量（g-CO2/MJ電力）で表す。
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木質バイオマス発電に係るライフサイクルGHGについて

○ FIT/FIP制度を所管する経済産業省のバイオマス持続可能性ワーキンググループ※において、 燃料
の加工や輸送の工程を含むライフサイクル全体での温室効果ガス排出（ライフサイクルGHG）の基準に
ついて検討が進められているところ。
※バイオマス発電に係るFIT制度のあり方を専門的・技術的に審議する場として設置された検討会

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/biomass_sus_wg/index.html

＜適用対象と削減水準＞

以下に該当するFIT/FIP案件について、ライフサイクルGHGが、火力発電（180g-CO2/MJ電力）に比べて70％減となることを求める

（ただし、2029年度までは50％減）。なお、以下に該当しない案件についても、ライフサイクルGHGの削減努力と自主的な開示・報

告を求める。

・2022年度以降の新規FIT・FIP認定案件

・2021年度までのFIT・FIP認定案件で、燃料計画の変更認定を受けるもの

＜ライフサイクルGHGの算定方法＞

・各工程について設定される既定値を活用して、発電事業者が算定。

・既定値を使わずに個別計算することも可。既定値と個別計算の組み合わせも可。

＜算定結果の確認方法（既定値を利用する場合）＞

・輸入木質バイオマス・・・GHGを確認できる第三者認証制度（SBP認証、GGL認証）を活用

・国内木質バイオマス・・・木質バイオマス証明ガイドラインに基づく由来証明の仕組みを強化・改良

※算定結果の確認が必要なのは1,000kW以上の案件

※認証制度の活用のための準備等に必要な時間を考慮し、「確認」を行うことについては2023年4月から３年間の経過措置期間を設ける。（ただし、

2022年度以降の新規認定案件で、経過措置期間中に運転開始する場合は、必要な認証等を運転開始までに取得する必要。）

バイオマス持続可能性WGでのこれまでの検討状況
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木質バイオマスに係るGHGの既定値の例（国産、チップ）

GHGの計算例（発電利用のみ、発電効率22%の場合）

（0.66 + 2.81 + 4.39 + 1.22 + 0.41） ÷ 0.22 = 43.14 g-CO2/MJ電力

※既定値については今後修正が入る予定（2023年9月現在）。 4



国内木質バイオマスのライフサイクルGHG確認方法

○ 国内木質バイオマスの由来に関する情報（「間伐材等由来木質バイオマス」「一般木質バイオマス」）については

、木質バイオマス証明ガイドラインに基づき、認定団体からの認定を受けた事業者（認定事業者）が、適切な分別管

理を行った上で、証明書の連鎖により発電事業者に伝達。

○ 国内木質バイオマスのGHG関連情報（輸送距離等の情報）についても、由来の情報と合わせて伝達することとする

（2022年度以降の認定かつ1,000kW以上の案件で、既定値を利用する場合）。また、各事業者がGHG関連情報を適切に

収集・管理・伝達できることについて、認定団体が審査・認定することとする。

○ 林野庁及び資源エネルギー庁は、事業者のGHG関連情報の収集・管理・伝達の実施状況について、現地調査等によ

り、実態把握する。

発電事業者
チップ製造

事業者
素材生産
事業者

木質バイオマス証明
GLに基づく認定団体

認定 認定

根拠書類

伐採届、森林経営
計画認定書、保安
林内立木伐採許可
決定通知書など

由来証明書

この物件は、間伐材
等由来の木質バイ
オマスであり、適切
に分別管理されてい
ることを証明します。

木質バイオマス証明
GLに基づく認定団体

間伐材 チップ

由来証明書

この物件は、間伐材
等由来の木質バイ
オマスであり、適切
に分別管理されてい
ることを証明します。
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＋GHG関連情報 ＋GHG関連情報

事業者は、GHG関連

情報を適切に収集・
管理・伝達する。

認定団体は、事業者がGHG関

連情報を正しく収集・管理・伝
達することができるか審査し、
認定する。

2022年度以降に
FIT・FIP認定を受け
た、1,000kW以上の
発電案件


